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自己紹介

ワンクリックで
Kindle本入手
できます

多摩大学のルール形成戦略研究所客員教授とし
て、「標準化の経営学」を研究。工学博士、技
術士（情報工学）
 

（一社）NEXCHAINの理事長として企業間の情
報連携による社会課題解決を推進
 

• IEC TC111（環境規格）前議長，CAGメンバ

• IEC TC 62（医用電機機器）エキスパート

• ACEA（環境諮問委員会）日本代表

• ISO TC268/SC1（スマートコミュニティ・
インフラ）前議長、議長諮問会議 座長

• ISO TC 207（環境マネジメント）リエゾン

• ISO TC323/WG2（サーキュラーエコノミー
・ビジネスモデル）主査、

• ISO TC20／SC16（無人航空機）リーダー会
議メンバー

• ISO TC34 （食品）エキスパート（災害食，
フードロス関係）

• ISO TC 34 SC 20 (フードロス）リエゾン

• ISO TC 314（高齢社会）リエゾン

• CENELEC（欧州電気標準委員会）オブザー
バー

https://www.linkedin.com/

in/yoshiaki-ichikawa/ 

多摩大学ルール研の活動紹介
https://crs-japan.org/news/page/2/ 

賛助会員になるとルール研の研究員の肩書
で活動ができます

https://www.nikkei.com/persons/市川芳明
こちらもぜひご覧ください（日経記事）

https://crs-japan.org/news/page/2/
https://www.nikkei.com/persons/市川芳明
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気候変動に関する国際力学を振り返る
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ブリュッセル効果とは何か

社会課題（例：CO2，生物多様性，人権，安全 ・・・）

製品政策（Product Policy)

IPP（Integrated Product Policy）

1998年からある政策で欧州の環境政策の
基本をなしている

域内製品の
競争力強化

国際標準化に
よる海外進出

サステナブル政策
（例：排出制限）

DG ENV主導

マーケットメカニズム
（競争による間接的な改善
  を市場ルールに組込む）

DG GROWと共同
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欧州はNLFにもとづくMandateを積極活用

NFL（New Legislative Framework）では，法律はあるべき姿（Goal)を規定
し，実施方法はEN規格（日本ではJISに相当）が補う。そのためにMandate

が発行される。

https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/mandates/index.cfm?fuse

action=search.welcome

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.welcome
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.welcome
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ブリュッセル効果

高所得かつ環境意識の高い消費者を抱える欧州市場で事業を続けるには、
企業が製品やサービスをEU基準に合わせるしかない。

企業はEU向けと他市場向けの製品を差別化するとコストが生じる。そのため
EUの厳しい基準にあわせた製品を他市場でも展開するようになる。政府の
政策もEUに引きずられる。これが「ブリュッセル効果」だ。

対策が十分でない国からの輸入品に事実上の関税を課す「国境炭素調整措
置」は23年秋から順次導入する。欧州販売が多いインドの鉄鋼メーカーなど
は温暖化ガス排出量データを四半期ごとに報告しなければならない。

日本も無縁ではいられない。ダイキン工業の三中政次取締役兼副社長執行
役員はEUの次の一手に目を光らせる。「5年先か、10年先か。EUは必ずフロ
ンガス規制を導入するだろう」。空調機器のフロン使用に制限が設けられれ
ば、代替素材を使う必要がある。先回りして対策を練る。「厳しい規制が技術
革新を生む。対応できれば世界展開できる」。ルールに向き合い、自社の強
みを磨く企業も出てきた。

EUはデジタルサービス法などで米巨大テック企業にも対応を迫る。偽情報の
削除を義務付け、違反すれば巨額の罰金を科す。

欧州連合（EU）の創設を定めたマーストリヒト条約の発効から11月1日で30年になる。環境やデジタル政策などで
ルールを設け、世界に波及させる「ブリュッセル効果」を強めてきた。加盟国は27に増え、さらなる拡大議論もあ
る。高い理念を掲げ、変わり続けるEUの現状と課題を探る。



CBAM（炭素国境調整メカニズム）規則
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CBAM規則の概要（2）

排出原単位が低くカーボンプライス
が高い域内サプライチェーン

排出原単位差と
カーボンプライス差

に比例した高額な関税

域内企業に還元

排出原単位が高く，カー
ボンプライスが低い域外
サプライチェーン

1. カーボンリーケッジを建前に海外の排出と国外の排出を同等に扱う。すなわち，
カーボンフットプリントの数値を排出削減の前提とする。

2. 欧州のカーボンプライスの高さと排出原単位の低さを市場競争力に活用

注：現在の対象製品に自動車は含まれていない

別名 「国境炭素税」
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CBAM規則の要点ー 報告義務

報告義務（第35条）
  

各々の輸入者あるいは通関代表者は4半期ごとにCBAM報告書を各国当局に提
出する。その報告書は下記の項目を含むこと。
 

(a) 第3国の製造拠点ごとに仕分けした各製品の輸入合計量
(b) 製品毎の直接排出量（単位質量当たり）
(c) 製品毎の間接排出量（単位質量当たり）
(d) 製品が製造された地域(国)で支払うカーボンプライス
 

注：上記(c)項において間接排出量が既に必須報告事項となっていることは重要な
ポイントである。その計算方法は後にEU委員会から公布されるとしている。

報告義務の開始と移行期間（第32条）

2023年10月1日から2025年の12月31日までを移行期間とし，報告義務のみを施行
する。



1212

CBAM規則の要点ー第３国製造所拠点の登録

EU域外の第３国製造所拠点の登録（第10条）

EU委員会は第3国の製造拠点の管理者の申し入れを受け、第14条に記載の
公開データベースに登録する。一度登録すると5年間有効である。その登録
データには下記の項目を含むこと（第2項）。
 

(a) 管理者の名称、住所、連絡先
(b) 製造拠点の地理的な位置。緯度と経度を6桁の数値で表したもの。
(c) 製造拠点の主な経済活動（生産する製品）。

注記：緯度と経度の6桁は日本の行政でも採用している。
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/1015-4_gyousei_data_model_geo.pdf

国土地理院の地図で6桁検索をしてみるとほぼ事業所が特定できる。
http://maps.gsi.go.jp/#5/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0 

（例えば，35.6600 139.8218）

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/1015-4_gyousei_data_model_geo.pdf
http://maps.gsi.go.jp/#5/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0l0u0f0
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CBAM規則の本当の狙いと日本企業の課題

現在の対象製品ではないものの，ハイブリッドカーを試算してみると。

１） 一事例としては，走行時の排出量が67g／kmであり、20万km走る前提で13トンと
いう計算になる。これに対しておよそ1/3程が製造時の排出と推定できるので、5トン

程度というところであろうか
（https://toyota.jp/pages/contents/corollaaxio/002_p_010/pdf/spec/corollaaxio_ecology_201908.pdf）

ほぼ製造時が5トンと仮定する。これに対して，カーボンプライスはEU-ETSの価格は
1トン当たり100ドルであり、日本は，仮に東京のETSが3ドルで炭素税2ドルを上乗せ
しても5ドルとなる。この差95ドルをかけると475ドルとなる。一台2万ユーロと仮定する
と，実質関税が2.4%となる。つまり，欧州と日本とのカーボンプライスの差が大きな問
題を生むであろう。

WTO違反にならない非関税障壁が狙い

２） カーボンフットプリントの数値を集めること（サプライヤーの拠点ごとに）が大きな課
題であり，来年（2024年1月末締め切り）への報告義務に対応することが必要であ
る（ただし，当面はセメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電気、水素に限られる）。

現在は自動車は対象外です

https://toyota.jp/pages/contents/corollaaxio/002_p_010/pdf/spec/corollaaxio_ecology_201908.pdf
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ブリュッセルエフェクトを起こす仕組み（２）

EU Parliament

（欧州議会）

EU Council

（欧州理事会）EU Directive (指令） EU Regulation (規則）

加盟各国法

法律

EU Commission
（欧州委員会）

法案

第一読回
第二読回

委任立法

Delegated 
Acts

Implementing 
Measures

法案

CEN/CLC
（標準化団体） 各国代表

業界団体

欧州規格 （EN xxxx）

Harmonized Standard
(整合規格）

引用され
る規格
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委任

みなし適合
Mandate 意

見
聴
取
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日経購読者限り
Confidential



カーボンフットプリントとDPP
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エコデザイン指令 改正の背景

• EUでは、2005年にEuP指令（エネルギー使用製品指令）が公布され、2009年
に大幅に改正されてErP指令（エコデザイン指令）となった。

• そして、今年（2022年）には、さらなる大規模な改正となる法案が欧州委員会
から発表された。「持続可能な製品（Sustainable Product）のエコデザイン規
則」である（図１）。この改正を進めた政策の名称をとってSPI（Sustainable 

Product Initiative）と略称されている。

• サーキュラーエコノミー・アクションプラン（CEAP）が大きく影響している。

• もはやエネルギーという言葉はタイトルには見当たらず、ErP指令が 6ページ
／27条であるのに対し、改正案は79ページ／71条と大幅にボリュームアップ
し、多様な要求事項が盛り込まれている。

• 2023年12月19日に欧州議会と欧州理事会
から暫定合意案が発表された。合意案は
200ページ超の大作となっている。
⇒ 本発表時点では完全に分析し終えて
     おりませんが，ざっと目は通しております。
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改正エコデザイン規則の構造

establishing a framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and 

repealing Directive 2009/125/EC

第４条（委任立法）

・ 旧第15条の実施措置と類似

・適合プロセス

第１条（適用範囲）

・ 物理的な全製品

・ 具体的製品

・ 製品側面を列挙

・ DPP

第２条（定義）

第５条（エコデザイン要求）

 ・ 性能要求

 ・ 情報要求

 ・ 共通要求

 ・ 特定要求

 ・ 第1条記載と同様に製品側面

 ・ サプライチェーン要求

 ・ 検証要求

付属書IV （内部設計監理 モジュールA）

第６条（性能要求）

付属書I （製品パラメータ）

第７条（情報要求）

第８条～第13条（DPP）

第7条 ラベル

第１８条（自主規制）

第２０条（売れ残り商品の破壊）

第２１条～３１条 

（定番の事業者の義務）

第３２条（適合性検証のための
試験や計算方法）

第３３条（抜け道防止）

第３４条（みなし適合）

・整合規格

第３５条（共通要求）

第３６条～４０条（適合宣言）

・適合宣言，CEマーキング

第４１条～５６条（通知機関）

第５７条，５８条（奨励策）

第５９条～６１条（市場監視） 第６３条～６5条（不適合の対処）

付属書VI （委任立法の内容）
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主要な条項の解説（1）

第１条 （主題と適用範囲）

• 第１項ではこの規則は、持続可能な製品を標準とするために製品の環境持続可能性を向上させ、その

ライフサイクルにカーボンフットプリントと環境フットプリントを削減することを目的とし，製品をEU市場に

上市する条件を定めるとしている。

• 加えて、この規則は、デジタルプロダクトパスポート（本規則では「プロダクトパスポート」と記載されてい

る）、グリーン調達基準、売れ残り商品を破壊することを禁止する枠組みを規定すると述べている。

• 第２項に適用範囲が記載されており、「部品や中間製品を含むすべての物理的な商品」との記載がある。

ErP指令の「著しいエネルギー消費に関わる製品」に比較してきわめて広範囲である。
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着目すべきポイント（1）

デジタルプロダクトパスポート（DPP）

Chapter IIIはこれまでDPPに関して定められた電池指令が定める内容や、欧州政府からの一般的なコミュ

ニケ以上に詳細に、複数の条項にわたってDPPについての要求や仕様を規定している。

（本文ではProduct Passportと短縮しているが、第1条ではDigital Product Passportのことであると述べてい

るので、他の法律との整合性を勘案しDPPと略して記載する）

加えて附属書IIIにも補足がある。本規則案の最もユニークで着目すべき点であろう。第8条では詳細は委

任法令（Delegated Act）で定めるとしながらも、DPPに収納される情報について附属書IIIを引用しながら列

挙している。
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着目すべきポイント（1）続

デジタルプロダクトパスポート（DPP） 付属書III

(a) 附属書IIIに定める情報項目

― 製品グループごとに詳細が定められる第7条記載の情報項目

― 一位の製品識別子

― ISO/IEC 15459-6（製品のロット情報も含めた識別子）に定める国際共通の商品識別番号

― TARIC（EU統合関税率）コードなどの汎用コード

― 技術文書など、コンプライアンスを示すエビデンス文書

― 取扱説明書や警告の文言

― 製造者を特定する事業者識別情報（Unique operator identifier）

― 製造者以外の関係者の事業者識別情報

― 製造施設識別情報（Unique facility identifier）

― EORI番号を含む輸入者に関する情報

― 欧州内の代理人に関する情報

注：EORI（イオリ）番号は、EUに出入りする商品の輸入または輸出を行う企業のEU内での登録および識別

番号である。
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https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542&qid=1693182375682

公布された改正電池規則

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542&qid=1693182375682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542&qid=1693182375682
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改正電池規則の全体構成

第1条 適用範囲第3条 定義

第5条 要求事項
• サステナビリティと安全要求
• ラベルと情報提供要求

第6条 禁止物質

第10条 電池の性能要求

第12条 据付型蓄電池の
安全要件ラベルと情報提供要求

第7条 カーボンフットプリント

第8条 リサイクル材の含有率

第9条，10条 性能と耐久性

第11条 取り外し，取り換え

第13条 ラベルとマーク

第14条 健全性と予測寿命
バッテリーマネジメントシステム

附属書 I

附属書 II

CEマーキング適合プロセス  第15条～38条

附属書 III

附属書 IV

附属書 VI

附属書 XIII

附属書 VIII

附属書 VII第77条，78条 
バッテリーパスポート

デューデリジェンス
第48条～53条

附属書 X

廃バッテリーのマネジメントと拡大製造者責任 第54条～第76条

設計要件
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製品カーボンフットプリント (CFP) とは？

経済産業省資料より抜粋
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カーボンフットプリント の基本的な考え方

原材料 製造 配送 使用 End-of-life

電力
製造

水
製造

CO2 eq CO2 eq CO2 eq CO2 eq CO2 eq

CO2 eqCO2 eq

間接排出

Others

直接排出
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製品カーボンフットプリントとサプライチェーン

上流プロセス
ﾗｲﾌｻｲｸﾙで
の自社の
位置づけ

下流プロセス

部分ライフサイクル

全ライフサイクル

製品バウンダリー
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カーボンフットプリントの評価単位

Functional Unit

評価対象はFunctional Unit（単位機能）

E.g.  「一人の手を乾かす」
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Product system  ペーパー
Functional unit 一人の手を乾かす
Boundary 環境負荷の大半が製造段階と仮定
Inventory

⚫ 紙一枚の重さ 0.01kg
CO2排出 （業界数値） 1144g/kg × 0.01→ 11.4g

Product system  ジェットタオル
Functional unit 一人の手を乾かす
Boundary 環境負荷の大半が使用段階と仮定
Inventory

⚫ 乾燥 １分
電力消費 1.2kW×1/60 → 0.02kWh 
電力原単位 → 500g CO2／kWh
CO2排出  0.02kWh × 500g → 10g
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カーボンフットプリントをめぐる国際ルール

BSI
(英国規格協会)

CFP規格

 ITU-T
 （国際電気通信連合標準化部門）

ISO
（国際標準化機構）

Green by ITの

ライフサイクル評価

CFP国際規格

GHG Protocol
（WBCSD＋米国政府機関）

CFP規格

IEC
（国際電気標準会議）

TC 111

カーボン
トラスト社
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欧州のグローバルな覇権戦略としてのDPP

GAIA-X

CATENA-X 〇〇-X

EUの
税関

EUのポータル

EU域内

全ての製品についたバーコードなどから
サプライチェーンの末端まで情報が得ら
れるグローバルな仕組み構築の義務
（図中の細い矢印が情報の流れ）

EU域外の企業においても，モノの流れ
とともに情報の流通も必須化。

情報はここに検証され，トレーサブルで
改竄不能な，Blockchainによる伝達が
必須。

監視機関

欧州が準備中
の情報
インフラ
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DPPの及ぼす日本産業へのリスク

• 改正エコデザイン規則に規定されるDPPは大問題である。この要求は無理すぎて、

結局、法律の成立時には削除されるだろうと発言する日本の専門家もいたほど。

• しかし、電池規則の交付やデジタル環境フットプリントに関する欧州主導の国際規

格策定のあわただしい動き、DPPそのものに関する欧州委員会の度重なる外部説

明の努力などを見るにつけ、これは本気であろう。逆に、準備ができない国を欧州

市場から締め出す絶好の機会と捉えているのではないだろうか。

• 日本企業も欧州に部品や製品を提供するサプライチェーンを抱えており、さらに

ASEAN地域にもこれが伸びていることを考えると、国内でもDPPに対応できる準備

を早急に進めるべきだ。

• DPPのキーワードは、Evidence Based（第三者検証を含めた客観的な証拠がきち

んとそろうこと）およびトレーサビリティ（トラッキングと同義だが、データソースを

個々に辿れること）である。これには今急速に普及しつつあるブロックチェーンを利

用したプラットフォームの活用は必然であろう。
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目次

1 カーボンニュートラルを巡る世界（特に欧州）からの黒船

2 カーボンフットプリントとDPPへの対策の必要性

3 国際的ルール形成による巻き返しとビジネスチャンス



ルール形成として国際標準



規格の活かし方

Type 1 互換性規格
o 要求事項のタイプ： 共通仕様の定義（オープン化）
o 活かし方： 周辺ビジネスの市場を拡大。Win-winで皆がもうける。

Type 2 ものさし（評価基準）規格
o 要求事項のタイプ： 品質，機能，性能等の評価方法や最低水準
o 活かし方： 安かろう悪かろうの市場競争を防止。適正なプロバイダの

利益確保と顧客の適正な満足の確保。

Type 3 社会課題からのニーズ定義規格
o 要求事項のタイプ： 特定の社会課題を解決するための必須要件
o 活かし方： 社会に新しい市場を創生する

規格の目的は顧客やパートナー企業，利害関係者との
ビジネスエコシステムを作って儲けること
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例えば和包丁を売ろうとしたら？

ISO 8442シリーズ
（刃物及び食器）
には和包丁がない！

国際市場（安全基準）の壁

次なる手は？

日本料理向けの高級
和包丁を輸出したい
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例えば包丁を売ろうとしたら？

そうだ和包丁の規格を作ろう！
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例えば包丁を売ろうとしたら？

ダメ

そうだ和包丁の規格を作ろう！
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例えば包丁を売ろうとしたら？

日本料理の規格をつくろう！

必然的によく切れる和包丁の
国際市場が創生される

刺身（Sashimi)は角部が0.1mm以下の
鋭角に加工されており，客に提供直後
のドリップ流出量は１分間あたり0.1mL
以下でなければならない。

規格の要求事項（例）
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Type 3の成功事例：科学捜査
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出典：https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/Ref2094/dna.pdf
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ISO 18385の作った新たな市場

出典：https://promega.media/-/media/files/products-and-services/genetic-identity/ishi-28-
poster-abstracts/5-elisa-piovanelli.pdf

出典：
https://www.tritechforensics.co
m/index.php?route=product/pro
duct&path=86&product_id=1991

https://promega.media/-/media/files/products-and-services/genetic-identity/ishi-28-poster-abstracts/5-elisa-piovanelli.pdf
https://promega.media/-/media/files/products-and-services/genetic-identity/ishi-28-poster-abstracts/5-elisa-piovanelli.pdf
https://www.tritechforensics.com/index.php?route=product/product&path=86&product_id=1991
https://www.tritechforensics.com/index.php?route=product/product&path=86&product_id=1991
https://www.tritechforensics.com/index.php?route=product/product&path=86&product_id=1991
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標準化とビジネスは裏と表

ビジネス
標準

標準化はマーケティング（市場づくり）そのものだ

新商品の開発には開発当初から市場戦略（マーケティング）が必須

注：「特許」は競合他社対策であり，
市場戦略ではない

法
律
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ビジネスと標準規格の関係

標準規格

便益 １： 全く新しい価値観を造れば，それは競争のないブルーオーシャンになる
便益 2:  貿易障害にならない
便益 3:  競争がないことは，誰もが儲けることができるということ。
便益 4： この標準によりイノベーションが創出される（シューペンタ―のいうところ

の「新結合」）

マーケット

Company A Company B Company C Company D

新たな価値の創造 (例えばネットゼロ)

スタートアップ（弱者）向けの強力な武器になる
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NEDO事業の追跡調査の結果

公開前なので
再配布不可



ルールを活かした事業戦略



4747

「標準化」によるルール形成の進化

出典：Owls Consulting Group 羽生田氏
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ISO・IECにおける「コンセプト規格」

出典：Owls Consulting Group 羽生田氏
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これからの企業の成長戦略

「市
場
形
成
力
」

社会課題

解決力

ルール
形成力

これからの成長戦略＝市場形成力 （競争しないで儲ける力）

出典：Owls Consulting Group 羽生田氏

◆社会課題解決がもたらす価値を企業が享受
するためのAgenda

 
◆企業間連携による社会課題の解決
◆企業間連携をエコシステムとすることでの

指数的成長
 

◆ルール（国際標準）によって価値やエコシス
テム内の参加者の連携方法を定義

Agenda

構想力
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事業に有効なルール形成活動とは

1. 国際的なエコシステムを主導し，国際条約（国連，OECD，WEF

など含む），国際標準（ISO等），各国および日本の産業政策，
企業の情報開示，企業格付，ファイナンスの全てにおいて統合
的な取り組みを展開する。

2. ルール形成におけるゲームチェンジを仕掛けて，過去に欧米
が作った枠組みを変化させる。
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カーボンニュートラルに向けての日本の戦略
─トランジション─

⚫ これまでの欧州主導のルール形成では、最終的なゴール達成（例：脱炭素）に直結する抜本的
な技術（例：BEV）の促進に力点が置かれ、従来技術から抜本的な新技術に至るまでの途中
経過（例：ハイブリッド車）についても最終ゴール達成に至らないものとして悪者扱いされてきた
（日本は化石賞を3回受賞）。しかしながら、発信元の欧州でさえ行動変容は大きく進まず、世
界の議論はゴール設定から行動変容を加速するための道筋である「トランジション」へと変容しつつあ
る。COP28でもTransition away問う言葉が初めて使われ、段階的に脱炭素を実現するストー
リーが語られた。

⚫ 日本は、環境配慮型の火力発電、ハイブリッド自動車、ブルー水素、アンモニア混焼製鉄など、現
在の社会・経済を支えているエネルギーやモビリティ関連技術について、将来的に100％サステナブ
ルな代替手段が実現されるまでの間の移行期を支える移行（トランジション）技術で世界をリード
する要素を多く持っている。

⚫ 世界の議論が「トランジション」に傾きつつある現在の機会を捉え、日本の得意とするトランジション
技術を積極的に評価する仕組みを作ることで、世界の行動変容を加速し、そのプロセスにおける日
本企業の活躍を促進する。これに加えて、トランジション技術を支えるCPSおよびデータプラットフォー
ムの在り方についてもルール形成をリードする
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希望の持てる日本の取り組み（1）

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/t

ransition_finance.html 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition_finance.html
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition_finance.html
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希望の持てる日本の取り組み（1）続
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希望の持てる日本の取り組み（2）

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/sd/dai03kai/dai03kai_siryou3.pdf 

サステナブルファイナンスプラットフォームの立ち上げ

https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/sd/dai03kai/dai03kai_siryou3.pdf
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希望の持てる日本の取り組み（3）

• 欧州のGAIA-Xのような国レベルのインフラと同等なレベルの Ouranos Ecosystem

に期待できる（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/ouranos.html ）。

     

     参考：GAIA-Xの3つの狙い

（https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2022/iis/fujino/0727_1）

─ GAIA-Xの1つ目のねらいは、製品の詳細な設計情報（素材の性質や設計要件など）を

製品ライフサイクル全体、つまり製品の活用、運用・保守を行うユーザーの段階でも共

有することである。

─ 2つ目のねらいは、逆にユーザー段階で発生するさまざまなデータを、多段階で多様な

サプライヤーを含む産業機構全体で共有し、運用・保守サービス水準の向上を図ること、

同時に製品・ソフトウェアの設計業務や運用保守業務品質の向上、設計品質の向上と

生産性向上を図ること。 

─ 最後に、製品はもちろん“製品サービスシステム”について、そのライフサイクル全体で

のトレーサビリティを確保することにより循環経済へ貢献すること。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/digital_architecture/ouranos.html
https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2022/iis/fujino/0727_1
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希望の持てる日本の取り組み（4）

民間の分野別コンソーシアム／プラットフォームの立ち上げ

Blue plastics Salon https://www.plastictraceability.com/ 

NEXCHAIN

民間の分野横断コンソーシアム／プラットフォームの立ち上げ

https://www.nexchain.or.jp/service/subcommittee/activities/004/#lnk01D 

https://www.plastictraceability.com/
https://www.nexchain.or.jp/service/subcommittee/activities/004/#lnk01D
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希望の持てる日本の取り組み（5）

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01537/00902/?SS=imgview&FD=2638409 

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01537/00902/?SS=imgview&FD=2638409
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最終的な日本経済のITインフラの形

Ouranos Ecosystem

海外のポータル

化
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